
 

 

第１ 会議日時 

   令和８年４月２日（木) 午前９時 40分 ～ 午後１時 00分 

 

第２ 会議場所 

 公安委員会会議室、公安委員室 

 

第３ 出席者 

１ 公安委員会 

松永委員長 久保田委員 三輪委員 杉山委員 中山委員 

  

２ 警察本部 

本部長 総務部長 警務部長 生活安全部長 地域部長 刑事部長 交通部長 警備部長  

情報通信部長 首席監察官 サイバー対策本部長 警察学校長  

 

第４ 議事の概要 

 １ 審議・報告案件 

(1)  カスタマーハラスメント関連法令への対応について（警務部） 

    警務部長から、改正労働施策推進改正法等のカスタマーハラスメント関連法令への対応

について報告があった。委員から、事業者にカスタマーハラスメントの防止措置の実施が

義務化されることに触れ、「事業者が過剰な要求行為や暴言に対応しきれない場合は、警察

が頼られることとなる。要請があった際にはしっかり応えていただきたい。」旨の発言があ

ったほか、「警察には、県民の声を受け止める力も必要。真摯な市民応接は引き続きお願い

したい。」旨の発言があった。 

  (2) 第 70回静岡まつりに対する警備実施について（警備部、静岡中央警察署） 

警備部長から、第 70回静岡まつりに対する警備実施について報告があり、委員から「交

差点において車両の突入防止対策を行うことは非常に安心がある。よろしくお願いした

い。」旨の発言があった。 

 （3） 令和８年度機動警察通信隊指名式の実施について（情報通信部） 

情報通信部長から、令和８年度の機動警察通信隊指名式の実施について報告があった。 

    

 ２ 個別決裁･報告等 

(1)  審査請求の受理報告について（総務課：管理官）～報告 

(2) 公安条例の取扱状況について（警備課：次席）～決裁 

(3)  公安委員会宛て文書等について（総務課：管理官）～決裁 

（4） 保有個人情報開示請求の受理と部分開示の決定について（総務課：管理官）～決裁 

 



３ 運転免許の行政処分 

意見の聴取・聴聞実施件数は 12件で、警察からの個別の説明を基に処分を決定した。 


